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略 語

説明文で使用した次の略語は、それぞれ次の法令を示します。

改正法 所得税法等の一部を改正する法律（平成15年法律第８号）
改正法令 法人税法施行令の一部を改正する政令（平成15年政令第131号）
改正法規 法人税法施行規則の一部を改正する省令（平成15年財務省令第28号）
改正措令 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令（平成15年政令第139号)
改正措規 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令（平成15年財務省令第34号）
改正耐用年数省令 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令（平成15年財務

省令第38号）
平成14年７月改正法 法人税法等の一部を改正する法律（平成14年法律第79号）
法 改正法による改正後の法人税法
法令 改正法令による改正後の法人税法施行令
法規 改正法規による改正後の法人税法施行規則
措法 改正法による改正後の租税特別措置法
措令 改正措令による改正後の租税特別措置法施行令
措規 改正措規による改正後の租税特別措置法施行規則
震災特例法 改正法による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時

特例に関する法律
耐用年数省令 改正耐用年数省令による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令
旧法 改正法による改正前の法人税法
旧法令 改正法令による改正前の法人税法施行令
旧法規 改正法規による改正前の法人税法施行規則
旧措法 改正法による改正前の租税特別措置法
旧措令 改正措令による改正前の租税特別措置法施行令
旧措規 改正措規による改正前の租税特別措置法施行規則
中小企業労働力確保法 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理

の改善の促進に関する法律（平成３年法律第57号）
中心市街地整備改善活性化法 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関す

る法律（平成10年法律第92号)
中小ベンチャー法 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法（平成７年法律第47号)
特定農山村法 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法

律（平成５年法律第72号）

(注) この説明書は、平成15年４月９日現在の法令に基づいて作成しています。



Ⅰ 減 価 償 却 制 度 に 関 す る 改 正

１ 情報通信機器等を取得した場合の特別償却制度の創設
〔創設された制度の概要〕
青色申告書を提出する法人（以下「青色申告法人」といいます｡)が、平成15年１月１日から平成18年３
月31日までの期間（以下この項において「指定期間」といいます｡)内に、特定情報通信機器等の取得等を
して、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合（貸付けの用に供した場合を除きます｡)
には、その事業の用に供した日を含む事業年度（平成15年４月１日以後に終了する事業年度に限り、解散
(合併による解散を除きます｡)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除きます｡)において、その
特定情報通信機器等の特別償却を認めるという制度が創設されました（措法42の11①)｡
この制度の概要は、次のとおりです。
適用対象資産
この制度の適用対象とされる特定情報通信機器等とは、その製作の後事業の用に供されたことのない
次に掲げる情報通信機器等で、法人の資本の金額又は出資金額等の区分に応じ、それぞれ次に掲げる取
得価額基準を満たすものをいいます（措法42の11①、措令27の11①、措規20の５の２①)｡
イ 情報通信機器等

ⅰ 電子計算機及び附属装置 ⅵ インターネット電話設備及び附属装置
ⅱ デジタル複写機及び附属装置 ⅶ ルーター又はスイッチ及び附属装置
ⅲ ファクシミリ及び附属装置 ⅷ デジタル回線接続装置
ⅳ ＩＣカード利用設備及び附属装置 ⅸ ソフトウエア
ⅴ デジタル放送受信設備
(注） 法令第133条�少額の減価償却資産の取得価額の損金算入�又は法令第133条の２�一括償
却資産の損金算入�の規定の適用を受けるものを除きます。

ロ 取得価額基準

取 得 価 額 基 準

区 分 当該事業年度の指定期間内に 当該事業年度の指定期間
取得等をした上記イのⅰからⅷ 内に取得等をした上記イのⅸ
までの情報通信機器等の取得 のソフトウエアの取得価額
価額の合計額 の合計額

(イ) 資本の金額又は出資金額が
３億円超の法人（農業協同組 600万円以上 600万円以上
合等を除きます｡)

(ロ） 上記(イ)以外の法人 140万円以上 70万円以上

(注） 農業協同組合等とは、措法第42条の４第12項第９号に規定する農業協同組合等をいいます。

特別償却限度額
この制度の特別償却限度額は、次の算式により計算します（措法42の11①)｡
（算 式）
特定情報通信機器等の取得価額×特別償却割合（50％）＝特別償却限度額

平成15年４月１日前に終了した事業年度の指定期間内に取得等をした特定情報通信機器等の特例
青色申告法人が、指定期間内の日を含む各事業年度のうち平成15年４月１日前に終了した事業年度の
指定期間内に、特定情報通信機器等の取得等をして、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供し
た場合（貸付けの用に供した場合又は当該事業年度において他の特別償却等に関する規定の適用を受け
た場合を除きます｡)には、平成15年４月１日を含む事業年度（解散(合併による解散を除きます｡)の日
を含む事業年度及び清算中の事業年度を除きます。以下この項において「適用事業年度」といいます｡)
において、本制度の特別償却をすることができます。
なお、この場合の当該特定情報通信機器等の償却限度額は、次の算式により計算します（措法42の11
②、措令27の11③④)｡
（算 式）
改定普通償却限度額＋特別償却限度額(特定情報通信機器等の取得価額×特別償却割合(50％))＝償却限度額

(注) 改定普通償却限度額とは、次の資産の区分に応じてそれぞれ次に掲げる金額をいいます。
イ 償却の方法として定率法を採用している特定情報通信機器等
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上記算式中の特別償却限度額が平成15年４月１日前に終了した事業年度において既に償却されたものとみ
なして当該特定情報通信機器等につき定率法により計算した場合の当該適用事業年度の普通償却限度額に相
当する金額
ロ 償却の方法として定率法以外の償却の方法を採用している特定情報通信機器等
当該特定情報通信機器等につき当該償却の方法により計算した当該適用事業年度の普通償却限度額に相当
する金額

適用要件等
イ 特別償却の方法として準備金方式によることも認められます。また、特別償却不足額については、
１年間の繰越しが認められます（措法52の３、42の11④⑤、52の２)｡
ロ 特定情報通信機器等につき、措法等の規定による税額控除、圧縮記帳又は他の特別償却等の適用を
受ける場合には、この制度の適用はありません（措法53等)｡
ハ この制度の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書を添付して申
告することが必要とされています（措法42の11⑬)｡
連結納税制度
連結納税制度においても、上記 から までの措置に準じた措置が講じられています（措法68の15、
措令39の45、措規22の28)｡
〔適用時期〕
上記 から までの規定は、平成15年１月１日以後に特定情報通信機器等の取得等をする法人の平成
15年４月１日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます（改正法附則95①)｡
上記 の規定は、平成15年１月１日以後に特定情報通信機器等の取得等をする連結親法人又はその連
結子法人の平成15年４月１日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用されます（改正法附
則114①)｡

２ 開発研究用設備を取得した場合の特別償却制度の創設
〔創設された制度の概要〕
青色申告法人で開発研究を行うものが、平成15年１月１日から平成18年３月31日までの期間（以下この
項において「指定期間」といいます｡)内に、当該開発研究の用に供される開発研究用設備の取得等をして、
これを国内にある当該法人の開発研究の用に供した場合には、その開発研究の用に供した日を含む事業年
度（平成15年４月１日以後に終了する事業年度に限ります｡)において、その開発研究用設備の特別償却を
認めるという制度が創設されました（措法44の３)｡
この制度の概要は、次のとおりです。
適用対象法人
この制度の適用対象とされる法人は、青色申告法人で新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又
は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究（以下「開発研究」と
いいます｡)を行うものです（措法44の３①、措令28の６①)。
適用対象資産
この制度の適用対象とされる開発研究用設備とは、専ら開発研究の用に供される機械及び装置並びに
器具及び備品のうちその製作の後事業の用に供されたことのない耐用年数省令別表第八（開発研究用減
価償却資産の耐用年数表）の中欄に掲げる固定資産で、一台又は一基（通常一組又は一式をもって取引
の単位とするものにあっては、一組又は一式とします｡)の取得価額が280万円以上のものをいいます(措
法44の３①、措令28の６②、措規20の８の２①)｡
特別償却限度額
この制度の特別償却限度額は、次の算式により計算します（措法44の３①)｡
（算 式）
開発研究用設備の取得価額 × 特別償却割合（50％） ＝ 特別償却限度額

平成15年４月１日前に終了した事業年度の指定期間内に取得等をした開発研究用設備の特例
青色申告法人が、指定期間内の日を含む各事業年度のうち平成15年４月１日前に終了した事業年度の
指定期間内に、開発研究用設備の取得等をして、これを国内にある当該法人の営む開発研究の用に供し
た場合（当該事業年度において他の特別償却等に関する規定の適用を受けた場合を除きます｡)には、平
成15年４月１日を含む事業年度（以下この項において「適用事業年度」といいます｡)において、本制度
の特別償却をすることができます。
なお、この場合の当該開発研究用設備の償却限度額は、次の算式により計算します（措法44の３②、
措令28の６③④)｡
（算 式）
改定普通償却限度額＋特別償却限度額(開発研究用設備の取得価額×特別償却割合(50％)）＝償却限度額
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(注) 改定普通償却限度額とは、次の資産の区分に応じてそれぞれ次に掲げる金額をいいます。
イ 償却の方法として定率法を採用している開発研究用設備
上記算式中の特別償却限度額が平成15年４月１日前に終了した事業年度において既に償却されたものとみ
なして当該開発研究用設備につき定率法により計算した場合の当該適用事業年度の普通償却限度額に相当す
る金額
ロ 償却の方法として定率法以外の償却の方法を採用している開発研究用設備
当該開発研究用設備につき当該償却の方法により計算した当該適用事業年度の普通償却限度額に相当する
金額
適用要件等
イ 特別償却の方法として準備金方式によることも認められます。また、特別償却不足額については、
１年間の繰越しが認められます（措法52の３、44の３④⑤、52の２)｡
ロ 開発研究用設備につき、措法等の規定による税額控除、圧縮記帳又は他の特別償却等の適用を受け
る場合には、この制度の適用はありません（措法53等)｡
ハ この制度の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書及び所要の
事項を記載した書類を添付して申告することが必要とされています（措法44の３⑥、措規20の８の
２②)｡
連結納税制度
連結納税制度においても、上記 から までの措置に準じた措置が講じられています（措法68の20の
２、措令39の49の２、措規22の30の２)｡
〔適用時期〕
上記 から までの規定は、平成15年１月１日以後に開発研究用設備の取得等をする法人の平成15年
４月１日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます（措法44の３)｡
上記 の規定は、平成15年１月１日以後に開発研究用設備の取得等をする連結親法人又はその連結子
法人の平成15年４月１日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用されます（措法68の20の
２)｡

３ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度の創設
〔創設された制度の概要〕
中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等である青色申告法人が、平成15年４月１日から平成18年
３月31日までの間に、少額減価償却資産（取得価額が30万円未満である減価償却資産で一定のものをいい
ます｡)の取得等をして当該法人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度に
おいて、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理をしたときは、その損金経理を
した金額を損金の額に算入するという制度が創設されました（措法67の８①、措令39の29)｡
この制度の概要は、次のとおりです。
適用対象法人
この制度の適用対象とされる法人は、中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で青色申告法人
に該当するものです（措法67の８①)｡
（注）中小企業者とは､資本若しくは出資の金額が１億円以下の法人(その発行済株式の総数又は出資の金額の２分
の１以上を同一の大規模法人に所有されている法人及びその発行済株式の総数又は出資の金額の３分の２以上

を大規模法人に所有されている法人を除きます｡)又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従
業員の数が1,000人以下の法人をいいます（措法42の４⑦、措令27の４④)｡
適用対象資産
この制度の適用対象とされる少額減価償却資産とは、平成15年４月１日から平成18年３月31日までの
間に取得等をして事業の用に供した取得価額が30万円未満の減価償却資産で、措法等の規定による税額
控除、圧縮記帳若しくは他の特別償却等の適用又は法令第133条�少額の減価償却資産の取得価額の損
金算入�若しくは第133条の２�一括償却資産の損金算入�の規定の適用を受けないものをいいます
（措法67の８①、措令39の29)｡
適用要件等
この制度の適用を受けるためには、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添
付して申告することが必要とされています（措法67の８②)｡
なお、この明細書の添付に代えて減価償却資産の償却額の計算に関する明細書（別表十六（一）又は
別表十六（二）等）の備考欄に次の事項を記載して申告し、当該少額減価償却資産の明細を別途保管す
ることにより適用を受けることもできます。
① 取得価額30万円未満の減価償却資産について措法67の８の規定を適用していること。

② 適用した減価償却資産の取得価額の合計額は、○○○円であること。
③ 適用した減価償却資産の明細は、別途保管していること。

－３－

(5)

(6)

(1) (5)

(5)(1) (1)

(2) (6)

(1)

(2)

(3)

((

))(())



連結納税制度
連結納税制度においても、上記 から までの措置に準じた措置が講じられています(措法68の103の
２、措令39の124の２)｡
〔適用時期〕
上記 から までの規定は、平成15年４月１日以後に少額減価償却資産の取得等をして、これを事業
の用に供した日を含む事業年度において適用されます（措法67の８①)｡
上記 の規定は、中小連結法人又は連結親法人である農業協同組合等が平成15年４月１日以後に少額
減価償却資産の取得等をして、これを事業の用に供した日を含む連結事業年度において適用されます
（措法68の103の２)｡

４ その他
その他の特別償却制度等について、次の改正が行われました。

改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等

(1) エネルギー需給構造改 ○ 適用対象設備のうち高性能化学繊維製造装置（溶 平15.4.1以後に取得等
革推進設備等を取得した 液紡糸式高速製糸装置）の対象原料がウレタンポリ をするものについて適
場合の特別償却（措法42 マーに限られるとともに、次の設備が適用対象から 用され、同日前に取得
の５､68の10､平４大蔵省 除かれました。 等をしたものについて
告示第57号、平15財務省 イ エネルギー有効利用製造設備等……高性能染色 は、従来どおり適用さ
告示第160号､平４通商産 整理装置（噴流式染色装置）など４設備 れます。
業省告示第145号､平15経 ロ エネルギー有効利用付加設備等……水使用合理
済産業省告示第102号) 化装置（膜浸漬吸引式汚水処理装置）など３設備

ハ 中小企業者等用のエネルギー有効利用設備等…
…ミートスライサーなど34設備

(2) 事業基盤強化設備を取 ○ 下記 の事業化設備等を取得した場合の特別償却 平15.4.1以後に取得等
得した場合の特別償却 制度がこの制度の適用対象に統合されました。 をするものについて適
（措法42の７①、68の ○ 適用対象法人から次の法人が除かれました。 用され、同日前に取得
12①､措令27の７⑦～⑪､ イ 飲食店業を営む大規模法人 等をしたものについて
39の42⑦～⑪、旧措法42 ロ 中小企業労働力確保法の認定計画に従って改善 は、従来どおり適用さ
の７①三･五･八、68の11 事業を実施する認定組合等及びその構成員 れます。
①三･五･八、旧措令27の ハ 産業活力再生特別措置法の認定事業再構築計画
７④⑦⑧､39の41⑤⑨⑩､ に従って事業再構築を行う中小企業者
改正法附則91①､110①、 ○ 特定旅館業を営む大規模法人に係る適用対象設備
平９大蔵省告示第221号､ から同時通訳用放送設備が除かれました。
平15財務省告示第161号) ○ 適用期限が平成17年３月31日まで２年延長されま

した。

(3) 事業化設備等を取得 ○ 上記 の事業基盤強化設備を取得した場合の特別 平15.4.1前に取得等を
した場合の特別償却（旧 償却制度に統合されました。 したものについては、
措法42の８、68の12、改 従来どおり適用されま
正法附則92､111、旧措令 す。
27の8､39の42）

(4) 特定設備等の特別償却 ○ 公害防止用等設備に係る特別償却について、次 平15.4.1以後に取得等
（措法43①表三、68の16 の改正が行われました。 をするものについて適
①表三、措令28①一、39 イ 一般公害防止用設備の取得価額基準が 300万円 用され、同日前に取得
の46①一、改正法附則96 以上 (改正前は150万円以上)に引き上げられまし 等をしたものについて
①､115①、改正措令附則 た。 は、従来どおり適用さ
21①､32①､昭48大蔵省告 ロ 次の設備が適用対象から除かれました。 れます。
示第69号、平15財務省告 ・ 特定フロン等回収装置
示第162号､昭62大蔵省告 ・ 汚水処理用設備のうち塔、水路及び貯水池
示第37号、平15財務省告 ・ 汚水処理用等設備のうちポンプ及び配管
示第163号） ハ 次の設備について、その適用期限が平成17年３

月31日まで２年延長されました。
・ 汚水処理用設備及びばい煙処理用設備
・ 汚水処理用等設備のうち汚水処理装置
・ ばい煙処理用等設備のうちばい煙処理装置
・ 窒素酸化物抑制設備、産業廃棄物処理用設
備、ＰＣＢ汚染物等処理用設備、特定フロン等
破壊等設備
ニ 家畜排せつ物処理・保管用施設について、その
適用期限が平成16年10月31日まで１年７月延長さ
れました。
○ 電線類地中化設備に係る特別償却について、次の
改正が行われました。
イ 対象区域の見直しが行われ、適用対象区域が都
市計画法の都市計画区域のうち用途地域に関する
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都市計画の定められた地域、古都における歴史的
風土の保存に関する特別措置法の規定により定め
られた歴史的風土特別保存地区の区域等に限られ
ました。
ロ 適用期限が平成16年３月31日まで１年延長され
ました。
○ 船舶等に係る特別償却について、船員訓練設備の
特別償却割合が６％（改正前は10％）に引き下げら
れるとともに、適用期限が平成17年３月31日まで２
年延長されました。

(5) 関西文化学術研究都市 ○ 機械及び装置に係る特別償却割合が24％（改正前 平15.4.1以後に取得等
の文化学術研究地区にお は25％）に引き下げられました。 をするものについて適
ける文化学術研究施設の ○ 適用期限が平成17年３月31日まで２年延長されま 用され、同日前に取得
特別償却（措法43の２ した。 等をしたものについて
①、68の17①、改正法 は、従来どおり適用さ
附則96②､115②） れます。

(6) 特定中核的民間施設等 ○ 特定中核的民間施設に係る特別償却制度につい 平15.4.1以後に取得等
の特別償却（措法43の３ て、次の改正が行われました。 をするものについて適
①、68の18①、措令28の イ 建物及びその附属設備の投資規模要件が６億５ 用され、同日前に取得
３①､改正措令附則21②) 千万円以上（改正前は６億円以上）に引き上げら 等をしたものについて

れました。 は、従来どおり適用さ
ロ 適用期限が平成17年３月31日まで２年延長され れます。
ました。

(措法43の３②表一･二､ ○ 山村振興法の保全事業等資産に係る特別償却制度
68の18②表一･二､措令28 について、次の改正が行われました。
の３⑤⑥、39の47④⑤、 イ 建物及びその附属設備の特別償却割合が６％
改正法附則96③、115③､ （改正前は８％）に引き下げられました。
改正措令附則21③､32②) ロ 建物及びその附属設備の取得価額基準が

2,300万円以上（改正前は2,000万円以上）に、機
械及び装置の取得価額基準が210万円以上(改正前
は180万円以上）に引き上げられました。
ハ 適用期限が平成17年３月31日まで２年延長され
ました。

○ 特定農山村法の保全事業等資産に係る特別償却制
度について、次の改正が行われました。
イ 機械及び装置の特別償却割合が10％（改正前は
15％）に引き下げられました。
ロ 建物及びその附属設備の取得価額基準が
2,300万円以上（改正前は2,000万円以上）に引き
上げられました。
ハ 適用期限が平成17年３月31日まで２年延長され
ました。

(7) 地震防災対策用資産の ○ 対象地域から大規模地震対策特別措置法第２条第 平15.4.1以後に取得等
特別償却（措法44①、68 ４号に規定する地震防災対策強化地域以外の区域が をするものについて適
の19①､措令28の４③､39 除かれました。 用され、同日前に取得
の48、旧措令28の４二～ ○ 地震防災対策強化地域のうち内閣府告示で指定さ 等をしたものについて
五､39の48､改正法附則96 れた区域内において事業の用に供された地震防災対 は、従来どおり適用さ
④、115④､改正措令附則 策用資産について、その特別償却割合が８％（改正 れます。
21④､32③､平15内閣府告 前は９％）に引き下げられました。
示第３号、旧平５国土庁 ○ 適用期限が平成17年３月31日まで２年延長されま
告示第１号) した。

(8) 特定高度技術産業集積 ○ 日本標準産業分類の改訂に伴い、高度技術工業と
地域における高度技術産 して財務大臣が指定する事業の分類番号について、
業用設備の特別償却（措 所要の改訂が行われました。
法44の２①､68の20①､昭 ○ 適用期限が平成17年３月31日まで２年延長されま
59大蔵省告示第41号、平 した。
15財務省告示第165号)

(9) 事業革新設備の特別償 ○ 産業活力再生特別措置法の改正に伴い、次の認定 産業活力再生特別措置
却(措法44の４､68の21、 計画の認定事業者が取得等をする特定の事業革新設 法の一部を改正する
措令28の7､39の50、措規 備について、次の特別償却割合による特別償却が認 法律の施行の日(平15.
20の９、22の31、改正法 められる制度に改組されました。 4.9)以後に取得等をす
附則96⑤､115⑤、平15財 イ 事業再構築計画………… 30 ％ るものについて適用さ
務省令第52号附則） ロ 共同事業再編計画……… 40 ％ れ、平15.4.1前に取得

ハ 経営資源再活用計画…… 30 ％ 等をしたものについて
ニ 事業革新設備導入計画… 24 ％ は、従来どおり適用さ

れます。
(旧措法44の４②､68の21 ○ 製造過程管理高度化設備等に係る特別償却制度 平15.6.30までに取

－５－



②、旧措令28の7⑤⑥､39 が、下記(13)の飼料製造設備等の特別償却制度に 得等をしたものについ
の50⑤、旧措規20の９③ 条項移動されました。 ては、従前どおり適用
④､22の31③④､改正法附 されます。
則96⑥､115⑥、改正措令
附則21⑤､32④､改正措規
附則５①､11①）

(10) 特定余暇利用施設の特 ○ 特別償却割合が次のとおり引き下げられました｡ 平15.4.1以後に取得等
別償却（措法44の５①、 基本構想承認後の期間 特別償却割合 をするものについて適
改正法附則96⑦） ５年超７年以内 ７％ (改正前10％) 用され、同日前に取得

７年超８年以内 ７％ (改正前８％) 等をしたものについて
10年超12年以内 ５％ (改正前６％) は、従来どおり適用さ

れます。

(11) 特定電気通信設備等の ○ 電気通信基盤充実設備（波長分割多重化装置）に 平15.4.1以後に取得等
特別償却（措法44の６① 係る特別償却が廃止されました。 をするものについて適
68の23①､措令28の９②､ ○ 電気通信利便性充実設備に係る特別償却につい 用され、同日前に取得
39の52②、措規20の11② て、次の改正が行われました。 等をしたものについて
～④、22の33②③、旧措 イ 光伝送装置及びルーターが適用対象から除かれ は、従来どおり適用さ
法44の６①､68の23①､旧 ました。 れます。
措令28の９①③⑤⑥⑩、 ロ デジタル送信用光伝送装置の特別償却割合が10
39の52①③⑤⑥⑩、旧措 ％（改正前は12％）に引き下げられました。
規20の11①･②三･四・④ ハ 適用期限が平成17年３月31日まで２年延長され
⑤･⑥二～四･⑦⑧⑪、22 ました。
の33①･③～⑧･⑪、改正 ○ 広帯域加入者網普及促進設備に係る特別償却に
法附則96⑧、115⑧､改正 ついて、次の改正が行われました。
措規附則５②､11②) イ デジタル加入者回線信号分離装置、加入者系無

線アクセス通信用無線設備及びケーブルモデムが
適用対象から除かれました。
ロ デジタル加入者回線多重化装置の特別償却割合
が15％（改正前は18％）に引き下げられました。
ハ 適用期限が平成17年３月31日まで２年延長され
ました。
○ 電気通信役務安定提供設備（回線切替装置及びコ
ンピュータウイルス監視装置）に係る特別償却が廃
止されました。
○ 放送番組制作効率化設備に係る特別償却につい
て、次の改正が行われました。
イ デジタル副調整設備及びデジタル送受信装置が
適用対象に追加されました。
ロ 適用期限が平成17年３月31日まで２年延長され
ました。
○ 不正アクセス対策防御設備（ファイアウォール
装置）に係る特別償却が廃止されました。

(12) 商業施設等の特別償却 ○ 中小小売商業振興法の連鎖化事業計画に係る共同 平15.4.1以後に取得等
（措法44の７①、68の24 利用施設が適用対象から除かれました。 をするものについて適
①､措令28の10①･②二、 ○ 中小小売商業振興法の商店街整備等支援計画に係 用され、同日前に取得
39の53①･②二､措規20の る共同店舗、アーケード、休憩所その他の施設の用 等をしたものについて
12①、22の34①、旧措法 に供する建物及びその附属設備等が適用対象から除 は、従来どおり適用さ
44の７①表三、68の24① かれました。 れます。
表三、旧措令28の10①～ ○ 中小企業流通業務効率化促進法の認定計画に係る
③､39の53①～③､改正法 共同利用施設の要件が緩和され、入出庫情報その他
附則96⑨､115⑨、改正措 の情報を電子計算機で処理するための設備を備えた
令附則21⑥､32⑤､改正措 もののうち、流通加工のための設備又は流通業務の
規附則５③､11③) 効率化に著しく資するための設備のいずれかを備え

たものとされました。
○ 中心市街地整備改善活性化法に係る特別償却（中
心市街地食品流通円滑化事業に係るものを除きま
す｡)以外の特別償却の適用期限が平成17年３月31日
まで２年延長されました。

(13) 飼料製造設備等の特別 ○ 青色申告法人で、飼料の安全性の確保及び品質の 平15.4.1以後に取得等
償却（措法44の８①、68 改善に関する法律に規定する製造業者であるもの をするものについて適
の24の２①、措令28の が、平成15年４月１日から平成17年３月31日の間 用されます。
11①､措規20の12の２①) に、牛海綿状脳症のまん延の防止に寄与する飼料

製造設備等の取得等をした場合には、その事業の用
に供した日を含む事業年度において、飼料製造設備
等の取得価額に18％（建物及びその附属設備につい
ては９％）の特別償却割合を乗じて計算した金額の
特別償却を認めるという制度が創設されました。

（措法44の８②、68の24 ○ 上記(9)の製造過程管理高度化設備等に係る特別償 食品の製造過程の管理

－６－



の２②､措令28の11②､39 却制度が条項移動された上、その適用期間が食品の の高度化に関する臨時
の53の２、措規20の12の 製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部 措置法の一部を改正す
２②③、22の35） を改正する法律の施行の日から平成17年３月31日ま る法律の施行の日以後

でとされました。 に取得等をするものに
ついて適用されます｡

(14) 再商品化設備等の特別 ○ 適用対象となる再生資源化設備（特別償却割合 平15.4.1以後に取得等
償却（措法44の９①、措 23％）に自動車破砕残さ再資源化設備が追加されま をするものについて適
令28の12①⑤、39の54、 した。 用され、同日前に取得
改正法附則96⑩、改正措 ○ 適用対象から特定再生資源利用製品製造設備のう 等をしたものについて
令附則21⑦、32⑥、平８ ちエコセメント製造設備が除かれました。 は、従来どおり適用さ
大蔵省告示第96号、平15 ○ 特定家庭用機器廃棄物再生処理装置の基準取得価 れます。
財務省告示第164号) 額割合が75％（改正前は100％)とされました。

(15) 特定地域における工業 ○ 農村地域工業等導入地区における工業用機械等の 平15.4.1以後に取得等
用機械等の特別償却（措 特別償却について、適用対象設備の特別償却割合が をするものについて適
法45①表一･三･四、措令 次のとおり引き下げられました。 用され、同日前に取得
28の14①二～四･②･⑧～ ・ 建物及びその附属設備 ４％（改正前５％） 等をしたものについて
⑪､39の56､改正法附則96 ・ 機械及び装置 ８％（改正前９％） は、従来どおり適用さ
⑪､改正措令附則21⑧､32 ○ 半島振興対策実施地域における工業用機械等の特 れます。
⑦) 別償却について、取得価額基準が2,500万円超(改正

前は2,300万円超)に引き上げられるとともに、適用
期間が公示の日から19年間(改正前は17年間)に延長
されました。
○ 過疎地域等における工業用機械等の特別償却につ
いて、次の改正が行われました。
イ 水源地域において事業の用に供される機械及び
装置の特別償却割合が11％(改正前は12％)に引き
下げられるとともに、当該水源地域における適用
期限が平成17年３月31日まで２年延長されまし
た｡
ロ 過疎地域に類する離島振興対策実施地域として
指定された地区における適用対象事業からソフト
ウエア業が除かれるとともに、当該地区における
適用期限が平成17年３月31日まで２年延長されま
した｡
○ 離島振興対策実施地域における工業用機械等の特
別償却について、次の改正が行われました。
イ 適用対象事業に指定地区内において生産された
農林水産物又はその製造加工等をされたものを主
に当該地区以外の地域の者に販売することを目的
とする事業が追加されるとともに、適用対象資産
に当該事業の用に供する機械及び装置並びに建物
及び附属設備が追加されました。
ロ 適用期間が公示の日から12年間（改正前は10年
間）に延長されました。

(16) 中小企業者等の機械の ○ 適用期限（平成15年３月31日）の到来をもって、 平15.4.1前に取得等を
特別償却(旧措法45の２､ この特別償却制度が廃止されました。 したものについては、
68の28､旧措令28の15､39 従来どおり適用されま
の57､旧措規20の16､22の す。
37、改正法附則96⑫､115
⑫）

(17) 医療用機器等の特別償 ○ 適用対象に医療の安全の確保に資する機器とし 平15.4.1以後に取得等
却（措法45の２①、68の て、次の機械及び装置並びに器具及び備品で一定の をするものについて適
29①、措令28の15③、39 ものが追加（特別償却割合20％）されました。 用され、同日前に取得
の58③､措規20の17③④､ ・ 一定の基準を満たす人工呼吸器、輸液ポンプ、 等をしたものについて
22の38①、旧措法45の３ シリンジポンプ は、従来どおり適用さ
①表一ロ、68の29①表一 ・ 生体情報モニタ、自動錠剤分包機、注射薬自動 れます。
ロ､旧措令28の16②､39の 払出機、医療情報読取照合装置、特殊寝台
58②、旧措規20の17①、 ○ 適用対象から看護業務省力化機器が除かれまし
22の38①、改正法附則96 た。
⑬、115⑬､平15厚生労働 ○ 適用期限が平成17年３月31日まで２年延長されま
省告示第145号） した。

(18) 特定医療用建物の割増 ○ 適用期限が平成17年３月31日まで２年延長されま
償却(措法45の２②､68の した。
29②)

(19) 建替え病院用等建物の ○ 適用対象に一定の有床診療所における療養病床の 平15.4.1以後に取得等
特別償却(措法45の２④､ 建替えが追加されました。 をするものについて適
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68の29④､措規20の17⑤､ ○ 適用期限が平成17年３月31日まで２年延長されま 用され、同日前に取得
22の38③、改正法附則96 した。 等をしたものについて
⑭、115⑭､平15厚生労働 は、従来どおり適用さ
省告示第146号､旧平13厚 れます。
生労働省告示第171号）

(20) 経営基盤強化計画を実 ○ 中小企業経営革新支援法の経営基盤強化計画に係
施する特定組合等の構成 る割増償却の適用期限が平成17年３月31日まで２年
員等の機械等の割増償却 延長されました。
（措法46①一、68の30①
一)

(21) 障害者を雇用する場合 ○ 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却の適用
の機械等の割増償却等 期限が平成17年３月31日まで２年延長されました｡
（措法46の２①、68の31
①）

(22) 農業経営改善計画等を ○ 農業経営改善計画に係る割増償却について、次の 平15.4.1以後に認定を
実施する法人の機械等の とおり改正されました。 受ける法人の有するも
割増償却（措法46の３、 ・ 適用事業年度が、原則として、農業経営改善計 のについて適用され、
68の32①②、改正法附 画の認定後、事業規模の拡大に係る一定の要件を 同日前に認定を受けた
則96⑮⑯､115⑮⑯、改正 満たすこととなった最初の日を含む事業年度開始 法人の有するものにつ
措令附則21⑨、32⑧、改 の日以後５年を経過した日の前日までの期間内の いては、従来どおり適
正措規附則５④､11④) 日を含む事業年度に拡充されました。 用されます。

・ 適用期限が平成17年３月31日まで２年延長され
ました。

(23) 優良賃貸住宅等の割増 ○ 高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却の割増償却 平15.4.1以後に取得等
償却等（措法47③、68の 割合について、次のとおり改正されました。 をするものについて適
34③、改正法附則96⑰ イ 耐用年数35年未満のもの 36%(改正前は40%) 用され、同日前に取得
⑱､115⑰⑱、改正措令附 ロ 耐用年数35年以上のもの 50%(改正前は55%) 等をしたものについて
則21⑩、32⑨、改正措規 ○ 高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却の適用期限が は、従来どおり適用さ
附則５⑤､11⑤) 平成17年３月31日まで２年延長されました。 れます。
（措法47⑤、68の34⑤、 ○ 法人が、平成15年４月１日から平成17年３月31 平15.4.1以後に改良を
措令29の４⑧～⑩･⑯､39 日までの間に、その有する建築物で一定の要件を満 し、これを賃貸の用に
の63③～⑤･⑪､措規20の たすものについて、一定の要件を満たす賃貸住宅と 供したものについて
20⑥、22の41⑤) するための改良をし、これを賃貸の用に供した場合 適用されます。

には、その賃貸の用に供した日を含む事業年度にお
いて当該賃貸住宅の改良により取得した部分の取得
価額に10％の特別償却割合を乗じて計算した金額の
特別償却を認めるという制度が創設されました。

(24) 特定再開発建築物等の ○ 適用対象となる特定再開発建築物等について、次 平15.4.1以後に取得等
割増償却（措法47の２① の改正が行われました。 をするものについて適
③、68の35①③、措令29 イ 適用対象となる認定再開発事業により整備され 用され、同日前に取得
の５②～⑤、39の64②～ る建築物が次の法人により取得されるものに限ら 等をしたものについて
⑤、措規20の21③④、22 れました。 は、従来どおり適用さ
の42②～④、旧措法47の ① 都市再開発法に規定する認定事業者に該当す れます。
２③三･五､旧措規20の21 る法人
①③･⑤～⑧、22の42①､ ② 認定事業者に再開発事業の施行される土地の
改正法附則96⑲⑳､115⑲ 区域内の土地等を譲渡し、当該土地等に代わる
⑳､改正措令附則21⑪⑫､ ものとして当該再開発事業により当該区域内に
32⑩⑪） おいて整備された建築物を取得する法人

ロ 適用対象から駐車場の用に供される建築物及び
遮音上有効な機能を有する建築物が除かれまし
た。
ハ 都市再生特別措置法の認定計画に基づいて行わ
れる都市再生事業（次のいずれかの要件を満たす
ものに限ります｡)により整備される建築物（これ
らの要件を満たす事業により整備される一定の建
築物であることなどの証明がされたものに限りま
す｡)について５年間の割増償却（割増償却割合50
％）が認められました。
① 都市再生事業の施行される土地の区域（以下
｢事業区域」といいます｡)内に地上階数10以上
又は延べ面積が５万㎡以上の建築物が整備され
ること。
② 事業区域内において整備される公共施設の用
に供される土地の面積の事業区域の面積のうち
に占める割合が30％以上であること。
③ 都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設
の整備に要する一定の費用の額が10億円以上で
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あること。
○ 適用期限が平成17年３月31日まで２年延長されま
した。

(25) 鉱業用坑道等の特別償 ○ 適用期限（平成15年３月31日）の到来をもって、 平15.4.1前に取得等を
却（旧措法49、68の37、 この特別償却制度が廃止されました。 したものについては、
改正法附則96  ､115 ） 従来どおり適用されま

す。

(26) 植林費の損金算入の特 ○ 適用期限が平成17年３月31日まで２年延長されま
例（措法50、68の38） した。

(27) 鉱工業技術研究組合等 ○ 対象となる負担金の範囲から、次のものが除かれ 平15.4.1前に支出した
に対する支出金の特別償 ました。 負担金については、従
却(旧措法52①三･四･六､ イ 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の高 来どおり適用されま
68の39①、改正法附則96 度化等計画、高度化等円滑化計画等に係る負担金 す。
､115 ） ロ 中小ベンチャー法の研究開発等事業計画に係る

負担金
ハ 食品流通構造改善促進法の新技術研究開発事業
に関する計画に係る負担金
○ 適用期限が平成17年３月31日まで２年延長されま
した。

Ⅱ 引当金・準備金制度に関する改正

○ 引当金・準備金制度について、次の改正が行われました。

改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等

(1) 海外投資等損失準備 ○ 資源開発事業法人等の対象事業の範囲から、水産動 平15.4.1以後に開始す
金（措法55②、措令32 植物の養殖及び採油用種子等の採取等の事業が除かれ る事業年度分の法人税
の２②､改正法附則87) ました。 について適用され、同

日前に開始した事業年
度分の法人税について
は、従来どおり適用さ
れます。

(2) 特定災害防止準備金 ○ 適用期限が平成17年３月31日まで２年延長されまし
（措法55の６①⑨、68 た。
の45①⑧）

(3) 電子計算機買戻損失 ○ 積立限度額の計算の基礎となる特別買戻損失の発生 平15.4.1以後に開始す
準備金（措法57①、68 割合の計算方法について、次の改正が行われました。 る事業年度分の法人税
の50①、措令33②、39 イ 基準年度が１年繰り上げられ、当該事業年度開始 について適用され、同
の78①、改正措令附則 の日の５年前の日（改正前は６年前の日）の前日か 日前に開始した事業年
19） ら同日以後２年を経過する日までの間に開始した各 度分の法人税について

事業年度とされました。 は、従来どおり適用さ
ロ 買戻算定期間が３年以内（改正前は４年以内）の れます。
期間に改められました。
○ 適用期限が平成17年３月31日まで２年延長されま
した。

(4) プログラム等準備金 ○ 適用期限（平成15年３月31日）の到来をもって、こ 平15.4.1前に開始した
（旧措法57、68の51、 の準備金制度が廃止されました。 事業年度分の法人税に
旧措令33､39の79､改正 ついては、従来どおり
法附則87､97②､116②､ 適用されるとともに、
改正措令附則22､33） 同日前に開始した事業

年度において所得の金
額の計算上損金の額に
算入された準備金の金
額については、従来ど
おり適用されます。

(5) 原子力発電施設解体 ○ 準備金の積立限度額の計算の基礎となる累積発電割 平15.4.1の属する事業
準備金（措法57の４、 合に係る想定総発電電力量が引き上げられ、積立限度 年度から適用されま
68の54、措令33の４⑤ 額の縮減が行われました。 す。
二､39の82③二､措規21 なお、旧積立額を保証
の12､22の55､平元通商 する経過措置が講じら
産業省令第30号、平15 れています。
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経済産業省令第45号）

(6) 中小企業等の貸倒引 ○ 適用期限が平成17年３月31日まで２年延長されまし
当金の特例（措法57の た。
９②、68の59②）

(7) 農用地利用集積準備 ○ 積立割合が９％（改正前は10％）に引き下げられ 平15.4.1以後に開始す
金（措法61の２①、68 ました。 る事業年度分の法人税
の64① ､改正法附則 ○ 適用期限が平成17年３月31日まで２年延長されまし について適用され、同
87） た。 日前に開始した事業年

度分の法人税について
は、従来どおり適用さ
れます。

Ⅲ 交際費等の課税の特例に関する改正

〔制度の概要〕
この制度は、法人が昭和57年４月１日から平成15年３月31日までの間に開始する各事業年度（清算中の
各事業年度を除きます｡)において支出する交際費等の額については、その全額（資本又は出資の金額が
5,000万円以下の法人にあっては一定の損金算入限度額を超える部分の金額)を損金の額に算入しないと
いうものです（旧措法61の４①)｡
〔改正の内容〕
一定の損金算入限度額が認められる適用対象法人の改正
一定の損金算入限度額が認められる適用対象法人が資本又は出資の金額が5,000万円以下の法人か
ら資本又は出資の金額が１億円以下の法人に拡充されました（措法61の４①)｡
損金不算入額の改正
資本又は出資の金額が１億円以下の法人の損金不算入額について、次の改正が行われました（措法61
の４①)｡

年400万円又は支出交際費等の額
改 正 前 支出交際費 － ×80％ ＝ 損金不算入額

のいずれか少ない金額

年400万円又は支出交際費等の額
改 正 後 支出交際費 － ×90％ ＝ 損金不算入額

のいずれか少ない金額

（注）年400万円は、400万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額です。

適用期限の延長
適用期限が平成18年３月31日まで３年延長されました（措法61の４①)｡
連結納税制度
連結納税制度においても、上記 から までの措置に準じた改正が行われました（措法68の66)｡

〔適用時期〕
上記 及び の規定は、平成15年４月１日以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同
日前に開始した事業年度分の法人税については、改正前の規定が適用されます（改正法附則87)｡
上記 の規定は、平成15年４月１日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用され、同日
前に開始した連結事業年度分の法人税については、改正前の規定が適用されます（改正法附則87)｡
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Ⅳ 資産譲渡の場合の課税の特例制度に関する改正

○ 資産譲渡の場合の課税の特例制度について、次の改正が行われました。

改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等

(1) 土地の譲渡等がある ○ 適用除外となる土地等の譲渡の範囲について、次の 平15.4.1から施行され
場合の特別税率（措法 ような改正が行われました。 ます。
62の３④五・六、68の ・ 日本郵政公社に対する土地等の譲渡で当該譲渡に なお、本措置は、平
68､措令38の４⑫二･⑮ 係る土地等が郵便の業務その他一定の業務の用に供 10.1.1から平15.12.31
⑯･⑰二イ･⑲二ハ、 されるものが追加されました。 までの間の土地の譲渡
措規21の19②一ロ･五･ ・ 都市再生特別措置法の認定計画に係る都市再生事 等については適用しな
六､④、改正法附則１) 業（一定の要件を満たすものに限ります｡)の認定事 いこととされていま

業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地 す。
等が当該都市再生事業の用に供されるものが追加さ
れました。
・ マンションの建替えの円滑化等に関する法律の買
取請求に基づくマンション建替事業の施行者に対す
る土地等の譲渡又は一定の要件を満たすマンション
建替事業の施行者に対する隣接施行敷地に係る土地
等の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がマンショ
ン建替事業の用に供されるものが追加されました。
・ 建築面積が150㎡以上の建築物の建築事業(一定の
要件を満たすものに限ります｡)の用に供されるため
の事業者に対する土地等の譲渡で、当該建築事業の
要件について、地区計画制度等の見直しに伴い、所
要の整備が行われました。

(2) 短期所有に係る土地 ○ 適用除外となる土地等の譲渡の範囲に次のものが追 平15.4.1から施行され
の譲渡等がある場合の 加されました。 ます。
特別税率(措法63③一､ ・ 日本郵政公社に対する土地等の譲渡で当該譲渡に なお、本措置は、平
68の69③一、措令38の 係る土地等が郵便の業務その他一定の業務の用に 10.1.1から平15.12.31
５⑤、39の98⑤、改正 供されるもの までの間の土地の譲渡
法附則１) 等については適用しな

いこととされていま
す。

(3) 収用等に伴い代替資 ○ 適用対象に、再開発会社が行う都市再開発法による 平15.4.1以後に補償金
産を取得した場合等の 市街地再開発事業が施行された場合において、当該再 を取得する場合につい
課税の特例（措法64の 開発会社の株主又は社員（当該事業の施行地区外に転 て適用され、同日前に
２､措令39⑭､改正措令 出する者を除きます｡)が明渡しに伴う損失補償金を取 補償金を取得した場合
附則23①) 得するときが追加されました。 については、従来どお

り適用されます。

(4) 特定住宅地造成事業 ○ 適用対象に、やむを得ない事情により土地等がマン 平15.4.1以後に行う土
等のために土地等を譲 ションの建替えの円滑化に関する法律の買取請求に基 地等の譲渡に係る法人
渡した場合の所得の特 づきマンション建替え事業の施行者に買い取られる場 税について適用され、
別控除（措法65の４① 合が追加されました。 同日前に行った土地等
二十三、改正法附則99 の譲渡に係る法人税に
④) ついては、従来どおり

適用されます。

(5) 特定の資産の買換え ○ 適用対象から産業活力再生特別措置法の認定事業者 平15.4.1前に行った資
の場合の課税の特例 が行う長期所有土地等から既成市街地等以外の地域内 産の譲渡に係る法人税
（旧措法65の７①表二 にある土地等への買換えが除かれました。 については、従来どお
十､68の78①表十八､旧 り適用されます。
措令39の７②､39の106
②、改正法附則99⑤、
118⑤)
（措法65の７①表十 ○ 既成市街地等内において行われる特定民間再開発事 平15.4.1以後に行う資
四、68の78①表十二、 業の実施に伴う買換えについて、次の改正が行われま 産の譲渡に係る法人税
措令39の７⑨⑩、39の した。 について適用され、同
106②③､改正措令附則 ・ 特定民間再開発事業は一定の施設の用に供される 日前に行った資産の譲
23③、34①） 土地を確保することが要件とされていますが、当該 渡に係る法人税につい

施設に、その事業の施行地区が幹線道路の沿道の整 ては、従来どおり適用
備に関する法律第９条第３項に規定する沿道再開発 されます。
等促進区内である場合の同条第４項第２号に規定す
る施設が追加されました。
・ 特定民間再開発事業の施行区域の範囲に、都市再
生特別措置法の都市再生緊急整備地域が追加されま
した。
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Ⅴ 税 額 の 計 算 に 関 す る 改 正

１ 試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除制度の整備
〔制度の概要〕
この制度は、次に掲げる２つの仕組みから構成されています。
増加試験研究費の税額控除制度
青色申告法人の昭和42年６月１日から平成15年３月31日までの間に開始する各事業年度（設立事業年
度等を除きます｡)の損金の額に算入される試験研究費の額が比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試
験研究費の額を超える場合には、比較試験研究費の額を超える部分の金額の15％相当額を、その事業年
度の法人税額の12％相当額（特別試験研究費の額がある場合には、その支出額の15％相当額を加算した
金額と当期の法人税額の14％相当額とのいずれか少ない金額）を限度として、法人税額から控除するこ
とができます（措法42の４①)｡
中小企業技術基盤強化税制
青色申告法人である中小企業者等については、上記 に代えて、昭和60年４月１日から平成15年３月
31日までの間に開始する各事業年度（解散（合併による解散を除きます｡)の日を含む事業年度及び清算
中の各事業年度を除きます｡)の損金の額に算入される試験研究費の額の10％相当額を、その事業年度の
法人税額の15％相当額を限度として、法人税額から控除することができます（旧措法42の４②)｡
〔改正の内容〕
試験研究費の総額に係る税額控除制度の創設
青色申告法人の各事業年度（解散（合併による解散を除きます｡)の日を含む事業年度及び清算中の各
事業年度を除きます｡)において、損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、増加試験研究
費の税額控除制度との選択適用とされた上で、試験研究費の総額に次の表に掲げる税額控除割合を乗じ
て計算した金額の税額控除を認めるという制度が創設されました（措法42の４②⑩)｡
なお、税額控除は、当該事業年度の所得に対する法人税額の20％相当額が限度となります。

事 業 年 度 試験研究費割合 税 額 控 除 割 合

平成15年１月１日から平成18年３月31日までの間 10％以上 12％
に開始する各事業年度（平成15年４月１日以後に
終了する事業年度に限ります｡) 10％未満 （試験研究費割合×0.2）＋10％

10％以上 10％
平成 18年４月１日以後に開始する各事業年度

10％未満 （試験研究費割合×0.2）＋８％

（注）税額控除割合に小数点以下３位未満の端数（％表示にあっては、小数点以下１位未満の端数）があるとき
は、これを切り捨てます。

(算 式）
当 該 事 業 年 度 の 試 験 研 究 費 の 額

試験研究費割合 ＝
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前
３年以内に開始した各事業年度の平均売上金額

（注）分母の平均売上金額は、当該事業年度及び当該事業年度開始の日前３年以内に開始した各事業年度の売上
金額の平均値となります。この場合の売上金額は、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産
の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収益の額（営業外の収益の額とされるべきものを除きます｡)を基
礎として計算します（措法42の４⑫六、措令27の４⑬⑭)｡

特別共同試験研究に係る税額控除制度の創設
青色申告法人の各事業年度（解散（合併による解散を除きます｡)の日を含む事業年度及び清算中の各
事業年度を除きます｡)において、損金の額に算入される特別共同試験研究費の額がある場合には、当該
特別共同試験研究費の額に、次の表に掲げる税額控除割合を乗じて計算した金額の税額控除を認めると
いう制度が創設されました（措法42の４③)｡
これは、 と合わせて15%又は12%相当額の税額控除を認めるというものです。したがって、増加試験
研究費の税額控除制度とは選択適用となります。
なお、税額控除は、当該事業年度の所得に対する法人税額の20％相当額から で適用された税額控除
額を控除した残額が限度となります。
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事 業 年 度 税 額 控 除 割 合

平成15年１月１日から平成18年３月31日までの間
に開始する各事業年度（平成15年４月１日以後に 15％－ で適用された税額控除割合
終了する事業年度に限ります｡)

平成18年４月１日以後に開始する各事業年度 12％－ で適用された税額控除割合

(注） この制度の対象となる特別共同試験研究費とは、次に掲げる特別共同試験研究に係る一定の要件を満たす試
験研究費をいいます(措法42の４⑫七、措令27の４⑲⑳)｡
イ 研究交流促進法に規定する試験研究機関等と共同して行う試験研究で、当該試験研究機関等との一定の契
約又は協定に基づいて行われるもの
ロ 大学等と共同して行う試験研究で、当該大学等との一定の契約又は協定に基づき研究員を当該大学等に派
遣して行うもの（ハのものを除きます｡)
ハ 大学等と共同して行う試験研究で、当該試験研究の対象となる技術の水準の向上に著しく寄与するものと
して所管の大臣が認定したものであって、当該大学等との一定の契約又は協定に基づき、研究員を大学等に
派遣して行うもの又は当該大学等の研究員を受け入れて行うもの
ニ 研究交流促進法に規定する試験研究機関等に委託する試験研究で、当該試験研究機関等との一定の契約及
び協定に基づいて行われるもの
ホ 大学等に委託する試験研究費のうち、当該試験研究の対象となる技術の水準の向上に著しく寄与するもの
として所管の大臣が認定したものであって当該大学等との一定の契約又は協定に基づき行うもの

中小企業技術基盤強化税制の拡充
中小企業技術基盤強化税制について、増加試験研究費の税額控除制度並びに上記 及び の税額控
除制度との選択適用とされた上で、次の改正が行われました。
イ 税額控除割合の改正
税額控除割合が次の表のとおり改正されました（措法42の４⑦⑩)｡

事 業 年 度 税 額 控 除 割 合

平成 15年１月１日前に開始した各事業年度
10％

又は平成15年４月１日前に終了した各事業年度

平成15年１月１日から平成18年３月31日までの間

に開始する各事業年度（平成15年４月１日以後に 15％

終了する事業年度に限ります｡)

平成18年４月１日以後に開始する各事業年度 12％

ロ 税額控除限度額の改正
税額控除は、当該事業年度の所得に対する法人税額の20％（改正前は15％）相当額が限度となりま
す（措法42の４⑦)｡
繰越税額控除限度超過額等の控除制度の創設
青色申告法人の各事業年度（解散（合併による解散を除きます｡)の日を含む事業年度及び清算中の各
事業年度を除きます｡)において、当該事業年度開始の日前１年以内に開始した各事業年度（当該事業年
度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限ります｡)で上記 又は の税額控除
制度による控除をしてもなお控除しきれない金額（この による控除済の金額を除きます｡)の合計額
(以下この項において「繰越税額控除限度超過額」といいます｡)がある場合、その事業年度の試験研究
費の額（Ⅰの２の開発研究用設備の特別償却費として損金の額に算入された金額を除きます｡以下「特
別償却実施額控除後試験研究費の額」といいます｡)が当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の特
別償却実施額控除後試験研究費の額を超えるときは、繰越税額控除限度超過額の税額控除を認めるとい
う制度が創設されました（措法42の４④)｡
また、上記 の税額控除制度による控除をしてもなお控除しきれない金額（この による控除済の金
額を除きます｡)の合計額(以下「繰越中小企業者等税額控除限度超過額」といいます｡)がある場合にお
いても、同様に繰越中小企業者等税額控除限度超過額の税額控除を認めるという制度が創設されました
（措法42の４⑧)｡
ただし、これらの税額控除（重複適用はできません｡)は、それぞれ当該事業年度の所得に対する法人
税額の20％相当額が限度となります。
なお、この繰越税額控除限度超過額の税額控除を行う事業年度において上記 又は の適用により税

－１３－

(1)

(1)

(1) (2)

(3)

(4)

(4)

(1) (2)

(4)

(1) (2)

(3)



額控除がある場合には、この法人税額の20％相当額は、まず、上記 又は の税額控除に充てられ、次
にその残額が繰越税額控除限度超過額の税額控除に充てられることとなります。また、繰越中小企業者
等税額控除限度超過額の税額控除を行う事業年度においても同様に、上記 の適用により税額控除があ
る場合には、この法人税額の20％相当額は、まず、上記 の税額控除に充てられ、次にその残額が繰越
中小企業者等税額控除限度超過額の税額控除に充てられることとなります（措法42の４④～⑥･⑧⑨･⑫
八･十)｡
増加試験研究費の税額控除制度の適用期限の延長
増加試験研究費の税額控除制度の適用期限が平成18年３月31日（改正前は平成15年３月31日）まで
３年延長されました（措法42の４①)｡
試験研究費・増加試験研究費の範囲の改正
イ 試験研究費の範囲から次に掲げるものが除かれました（旧措令27の４③五･六･八)｡
・ 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法に規定する組合等が高度化等計画、高度化等円滑化計
画、進出計画若しくは進出円滑化計画に係る負担金として賦課するもの
・ 中小ベンチャー法に規定する組合等が研究開発等事業計画に係る負担金として賦課するもの
・ 食品流通構造改善促進法に規定する食品製造事業協同組合等が新技術研究開発事業に関する計画
に係る負担金として賦課するもの
ロ 特別試験研究費の範囲からエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の
促進に関する臨時措置法に規定する承認事業者等が行う試験研究に係るものが除かれました（旧措法
42の４③五、旧措令27の４⑤一)｡
適用要件等
及び 又は の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともにその
計算に関する明細書を添付して申告することが必要とされています。
また、 の適用を受けるためには、繰越税額控除限度超過額等の生じた事業年度から を適用する事
業年度まで連続して確定申告書等にその明細書を添付し、適用する事業年度においては、控除を受ける
金額を確定申告書等に記載するとともにその計算に関する明細書を添付して申告することが必要とされ
ています（措法42の４⑭⑮)｡
連結納税制度
連結納税制度においても、上記 から までの措置に準じた措置が講じられています（措法68の９、
措令39の39)｡
〔適用時期〕
改正の内容の から までに係る改正後の規定は、平成15年１月１日以後に開始し、かつ、平成15年
４月１日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます(改正法附則88)｡
なお、平成15年１月１日前に開始した事業年度及び平成15年４月１日前に終了した事業年度分の法人
税については、改正前の規定が適用されます（改正法附則88)｡
平成15年４月１日前に支出した改正の内容の のイの負担金については、改正前の規定が適用されま
す(改正措令附則20①)｡
改正の内容の に係る改正後の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成15年１月１日以後に
開始し、かつ、平成15年４月１日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用されます（改正
法附則107)｡
なお、連結法人の連結親法人事業年度が平成15年１月１日前に開始した連結事業年度及び15年４月１
日前に終了した連結事業年度分の法人税については、改正前の規定が適用されます（改正法附則107)｡

２ 情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除制度の創設
〔創設された制度の概要〕
青色申告法人又は青色申告法人で一定の要件を満たすものが、平成15年１月１日から平成18年３月31日
までの期間（以下この項において「指定期間」といいます｡)内に、特定情報通信機器等の取得等又はリー
ス情報通信機器等の賃借をして、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合（貸付けの用に
供した場合を除きます｡)には、その事業の用に供した日を含む事業年度（平成15年４月１日以後に終了す
る事業年度に限り、解散(合併による解散を除きます｡)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除
きます｡)において、法人税額の特別控除を認めるという制度が創設されました（措法42の11⑥⑦)｡
この制度の概要は、次のとおりです。
特定情報通信機器等の取得等をした場合
イ 適用対象法人
この制度の適用対象とされる法人は、青色申告法人です（措法42の11⑥)｡
ロ 適用対象資産
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この制度の適用対象資産とされる特定情報通信機器等は、情報通信機器等を取得した場合の特別償
却と同様です（１ページⅠ１ 参照)｡
ハ 税額控除限度額
税額控除限度額は、次の算式により計算します｡
なお、税額控除は、当該事業年度の所得に対する法人税額の20％相当額が限度となります（措法42
の11⑥)｡
（算 式）
特定情報通信機器等の取得価額の合計額 × 税額控除割合（ 10％ ） ＝ 税額控除限度額

リース情報通信機器等を賃借した場合
イ 適用対象法人
この制度の適用対象とされる法人は、青色申告法人のうち資本の金額又は出資金額が３億円超の法
人（農業協同組合等を除きます｡)以外の法人です（措法42の11⑦、措令27の11⑧)｡
ロ 適用対象資産等
(ｲ） 適用対象資産
この制度の適用対象資産とされるリース情報通信機器等とは、情報通信機器等を取得した場合の
特別償却（１ページⅠ１ イ参照）と同様の情報通信機器等で、次に掲げる区分に応じ、それぞれ
次のリース費用の総額の合計額となるものをいいます。
ａ 当該事業年度の指定期間内に賃借をしたソフトウエア以外の情報通信機器等…そのリース費用
の総額の合計額が200万円以上のもの
ｂ 当該事業年度の指定期間内に賃借をしたソフトウエア…そのリース費用の総額の合計額が
100万円以上のもの

(ﾛ） 対象となるリース契約等の要件
リース情報通信機器等については、次に掲げる要件のすべてを満たすリース契約により物品賃貸
業を営む者から賃借したものに限ります（措令27の11⑨)｡
ａ 情報通信機器等のリース契約期間が４年以上であり、かつ、当該リース契約期間が当該情報通
信機器等の耐用年数を超えないものであること。
ｂ リース費用の総額が当該情報通信機器等ごと（同一の情報通信機器等が２以上ある場合には、
ソフトウエア以外の情報通信機器等にあっては、一台若しくは一基又は一組若しくは一式ごとと
し、ソフトウエアにあってはソフトウエアごととします｡)に定められているものであること。
ｃ 情報通信機器等に係るリース契約においてリース費用の総額がリース契約期間内において均等
額により定期的に支払われることとされていること。

ハ リース税額控除限度額
リース税額控除限度額は、次の算式により計算します｡
ただし、税額控除は、当該事業年度の所得に対する法人税額の20％相当額が限度となります。
なお、この税額控除を行う事業年度において上記 の適用により税額控除がある場合には、この法
人税額の20％相当額は、まず、上記 の税額控除に充てられ、次にその残額がリース税額控除に充て
られることとなります（措法42の11⑦)｡
（算 式）
リース費用の総額の60％相当額の合計額 × 税額控除割合（ 10％ ） ＝ リース税額控除限度額

ニ リース情報通信機器等を事業の用に供しなくなった場合のリース税額控除の取戻し
リース税額控除の適用を受けた法人が、その適用を受けた事業年度後の各事業年度において、解散
等の事由以外の事由によりリース期間満了前にリース情報通信機器等を事業の用に供しなくなった場
合には、その供しなくなった日からリース期間の末日までの期間に対応する金額をその供しなくなっ
た日を含む事業年度の法人税の額に加算します（措法42の11⑪、措令27の11⑮～⑱)｡
繰越税額控除限度超過額の控除
青色申告法人の各事業年度（解散（合併による解散を除きます｡)の日を含む事業年度及び清算中の各
事業年度を除きます｡)において、当該事業年度開始の日前１年以内に開始した各事業年度（当該事業年
度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限ります｡)における税額控除限度額又
はリース税額控除限度額のうち、 又は による控除をしてもなお控除しきれない金額（この による
控除済の金額を除きます｡)の合計額（以下この項において「繰越税額控除限度超過額」といいます｡)を
有する場合には、繰越税額控除限度超過額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除します。
ただし、税額控除は、当該事業年度の所得に対する法人税額の20％相当額が限度となります。
なお、この繰越税額控除限度超過額の税額控除を行う事業年度において上記 又は の適用により税
額控除がある場合には、この法人税額の20％相当額は、まず、上記 又は の税額控除に充てられ、次
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にその残額が繰越税額控除限度超過額の税額控除に充てられることとなります（措法42の11⑧⑩)｡
平成15年４月１日前に終了した事業年度の指定期間内に取得等をした特定情報通信機器等又は賃借を
したリース情報通信機器等の特例
青色申告法人が、指定期間内の日を含む各事業年度のうち平成15年４月１日前に終了した事業年度の
指定期間内に、特定情報通信機器等の取得等をし、又はリース情報通信機器等を賃借して、これらを国
内にある当該法人の営む事業の用に供した場合（貸付けの用に供した場合又は当該事業年度において他
の特別償却等に関する規定の適用を受けた場合若しくは他のリース税額控除の適用を受けた場合を除き
ます｡)には、平成15年４月１日を含む事業年度において、それぞれ次の算式により計算した金額を繰越
税額控除限度超過額とみなして の税額控除をすることができます（措法42の11⑨)｡
（算 式）
イ 特定情報通信機器等の取得等をした場合
特定情報通信機器等の取得価額の合計額 × 税額控除割合（ 10％ ）
ロ リース情報通信機器等を賃借した場合
リース費用の総額の60％相当額の合計額 × 税額控除割合（ 10％ ）

適用要件等
イ 特定情報通信機器等又はリース情報通信機器等につき、措法等の規定による特別償却、圧縮記帳又
は他の税額控除の適用を受ける場合には、この制度の適用はありません（措法53等)｡
ロ 、 及び の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともにその
計算に関する明細書を添付して申告することが必要とされています。なお、 の適用を受けるに当た
って、平成15年４月１日前に終了した事業年度においては、明細書の添付等は必要ありません｡
また、 の適用を受けるためには、繰越税額控除限度超過額の生じた事業年度から を適用する事
業年度まで連続して確定申告書等にその明細書を添付し、適用する事業年度においては、控除を受け
る金額を確定申告書等に記載するとともにその計算に関する明細書を添付して申告することが必要と
されています（措法42の11⑮⑯)｡
連結納税制度
連結納税制度においても、上記 から までの措置に準じた措置が講じられています（措法68の15､
措令39の45)｡
〔適用時期〕
上記 から までの規定は、平成15年１月１日以後に情報通信機器等の取得等又はリース情報通信機
器等の賃借をする法人の平成15年４月１日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます
（改正法附則95①)｡
上記 の規定は、平成15年１月１日以後に情報通信機器等の取得等又はリース情報通信機器等の賃借
をする連結親法人又はその連結子法人の平成15年４月１日以後に終了する連結事業年度分の法人税につ
いて適用されます（改正法附則114①)｡

３ 中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用制度の整備
〔制度の概要〕
この制度は、青色申告法人で次に掲げるものに該当する同族会社のそれぞれ次に掲げる事業年度につい
ては、同族会社の特別税率の規定（法67：いわゆる留保金課税の規定）は適用しないというものです（措
法68の２①)｡
新事業創出促進法の中小企業者に該当するもの……設立後10年以内の事業年度
新事業創出促進法の認定事業者に該当するもの……認定計画に従って新事業分野開拓のための事業を
実施している事業年度
中小ベンチャー法の中小企業者に該当するもの……総収入金額に対する試験研究費等割合が３％を超
える事業年度
また、青色申告法人で当該事業年度終了の時における資本又は出資の金額が１億円以下の同族会社にお
ける平成14年４月１日から平成16年３月31日までの間に開始する各事業年度の同族会社の特別税率の規定
の適用については、課税留保金額に対する税額の合計額の95％相当額とする税額の軽減措置が講じられて
いました（旧措法68の２②)。
〔改正の内容〕
適用対象法人の追加
同族会社のうち各事業年度終了の時における資本又は出資の金額が１億円以下の青色申告法人で、次
の算式に掲げる自己資本比率が50％以下であるものが、この制度の適用対象法人に追加され、その法人
の平成15年４月１日から平成18年３月31日までの間に開始する各事業年度については、所定の書類の添
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付を要件に同族会社の特別税率の規定は適用されないこととされました（措法68の２①四、措規22の20
四)｡
（算式）

前 事 業 年 度 末 自 己 資 本 の 額 (注)
自己資本比率（％) ＝ × 100

前 事 業 年 度 末 総 資 産 の 額

(注) 分子の「前事業年度末自己資本の額」とは、前事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額、資本
積立金額及び利益積立金額の合計額に当該同族会社の同族株主等からの借入金等の金額を加算した金額とな
ります（措法68の２①四、措令39の34の２⑨⑩)｡

税額の軽減措置の廃止
青色申告法人で当該事業年度終了の時における資本又は出資の金額が１億円以下の同族会社における
同族会社の特別税率の規定の適用については、課税留保金額に対する税額の合計額の95％相当額に軽減
される措置が講じられていましたが、この措置が平成15年４月１日以後に開始する事業年度から廃止さ
れました（旧措法68の２②、改正法附則87)｡
連結納税制度
連結納税制度においても、上記 及び の措置に準じた改正が行われています（措法68の109､措令39
の128、旧措法68の109、旧措令39の128)｡
〔適用時期〕
改正内容の 及び の改正後の規定は、平成15年４月１日以後に開始する事業年度分の法人税につい
て適用され、同日前に開始した事業年度分の法人税については、改正前の規定が適用されます（改正法
附則87)｡
改正内容の の改正後の規定は、平成15年４月１日以後に開始する連結事業年度分の法人税について
適用され、同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、改正前の規定が適用されます（改正
法附則122)｡

４ その他
その他の税額の計算に関する事項について、次の改正が行われました。

改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等

(1) エネルギー需給構造改 ○ エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場 平15.4.1以後に取得等
革推進設備等を取得した 合の特別償却（４ページ参照）と同様の改正が行わ 又は賃借をするものに
場合等の税額控除（措法 れています。また、連結納税の承認が取り消された ついて適用され、同日
42の５⑤､68の10⑤､改正 場合（法４の５①）の承認の効力等に改正が行われ 前に取得等又は賃借を
法附則89､108、平４大蔵 たことに伴い、所要の整備が行われています。 したものについては、
省告示第57号、平15財務 従来どおり適用されま
省告示第160号､平４通商 す。
産業省告示第145号､平15 また、平15.4.1後に承
経済産業省告示第102号) 認が取り消される場合

について適用され、平
15.4.1以前に承認が取
り消された場合につい
ては、従来どおり適用
されます。

(2) 事業基盤強化設備を取 ○ 事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却（４ 平15.4.1以後に取得等
得した場合等の税額控除 ページ参照）と同様の改正が行われています｡また､ 又は賃借をするものに
（措法42の７①六･⑦､68 連結納税の承認が取り消された場合（法４の５①） ついて適用され、同日
の12①六・⑦、措令27の の承認の効力等に改正が行われたことに伴い、所要 前に取得等又は賃借を
７⑦～⑪､39の42⑦～⑪､ の整備が行われています。 したものについては、
旧措法42の７①三・五・ 従来どおり適用されま
八､68の11①三・五・八､ す。
旧措令27の７④⑦⑧、39 また、平15.4.1後に承
の41⑤⑨⑩、改正法附則 認が取り消される場合
91､110、平９大蔵省告示 について適用され、平
第221号､平15財務省告示 15.4.1以前に承認が取
第161号) り消された場合につい

ては、従来どおり適用
されます。

(3) 事業化設備等を取得し ○ 事業化設備等を取得した場合の特別償却制度（４ 平15.4.1前に取得等
た場合等の税額控除（旧 ページ参照）と同様の改正が行われました。 又は賃借をしたものに
措法42の８、68の12、改 ついては、従来どおり
正法附則92､111、旧措令 適用されます。
27の8、39の42）
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Ⅵ そ の 他 の 改 正

○ その他、法人税に関して次の改正が行われました。

改 正 事 項 改 正 の 内 容 適 用 時 期 等

(1) 同族会社（法２十、 ○ 同族会社の判定に関して、次の改正が行われまし 平15.4.1以後に開始する
法令４②、改正法附則 た。 事業年度分又は計算期間
８､改正法令附則２） ・ その会社が自己株式（出資を含みます。以下同 の法人税について適用

じ｡)を有する場合には、判定の基礎となる株主等 され、同日前に開始する
からその会社を除くこととされました。 事業年度分又は計算期間
・ その会社が有する自己株式を発行済株式の総数 の法人税については、従
又は出資金額から除くこととされました。 来どおり適用されます。
・ 同族会社となる持株割合の基準が発行済株式の
総数又は出資金額の100分の50超（改正前は100分
の50以上）とされました。

同族特定信託（法82 ○ 同族特定信託の判定に関して、上記と同様の改正
の５②､法令156の３① が行われました。
③)

(2) 適格合併､適格分割､ ○ 合併､分割､現物出資又は事後設立（以下「組織再 平15.4.１以後に行う
適格現物出資又は適格 編成」といいます｡)の後に適格合併が行われること 合併､分割､現物出資又
事後設立の要件（法２ が見込まれる場合であっても、一定の要件を満たす は事後設立について適用
十二の八､十二の十一､ ときは、その組織再編成は適格組織再編成に該当す され、同日前に行った
十二の十四、法令４の ることとされました。 合併、分割、現物出資又
２①～⑥､⑧～⑩､⑬、 は事後設立については、
改正法附則９、改正法 従来どおり適用されま
令附則３) す。

(3) 連結納税の承認の申 ○ 連結申請特例年度において連結納税の承認を受 平15.4.1以後に開始す
請（法４の３⑨二、⑪ ける日の前日（改正前は申請日から５月を経過する る事業年度分又は連結事
二、改正法附則８） 日）までの間に自己を分割法人とする分割型分割を 業年度分（平成14年７月

行った他の内国法人の承認の効力を生ずる日が、そ 改正法附則第３条の経過
の承認を受ける日の属する事業年度開始の日（改正 措置対象年度の期間内の
前は申請日から５月を経過する日の属する事業年度 事業年度分又は連結事業
開始の日）とされるなど所要の整備が行われまし 年度分を除きます｡)の法
た。 人税について適用され、

同日前に開始した事業年
度分及び連結事業年度分
（平成14年７月改正法附
則第３条の経過措置対象
年度の期間内の事業年度
分又は連結事業年度分を
含みます｡)の法人税につ
いては、従来どおり適用
されます。

(4) 連結納税の承認の取 ○ 連結納税の承認の取消し等について、次の改正が と同じとなります｡
消し等（法４の５①・ 行われるなど所要の整備が行われました。
②二･四･五、改正法附 イ 承認取消しによりその取り消された日（改正前
則８） は取消し処分のあった日の属する連結事業年度開

始の日）以後の期間についてその承認の効力を失
うこととされました。
ロ 承認のみなし取消し日が次の場合、それぞれ次
の日以後の期間についてその承認の効力を失うこ
ととされました。
(ｲ) 連結子法人がなくなったことにより、連結法
人が連結親法人のみとなったこと そのなくな
った日
(ﾛ) 連結子法人の解散 その解散の日の翌日（合
併による解散の場合には、その合併の日）
(ﾊ) 連結子法人（解散したものを除きます｡)
が連結親法人との間に当該連結親法人による連
結完全支配関係を有しなくなったこと その有
しなくなくなった日

(5) 分割型分割による交 ○ 分割型分割（適格分割型分割を除きます｡)又は 平15.4.1以後に行う分
付資産等（法令８の２ 減資等による資本積立金額の計算について所要の整 割型分割又は減資等につ
⑧⑨、改正法令附則 備が行われました。 いて適用され、同日前に
５） 行った分割型分割又は減

資等については、従来ど
おり適用されます。

(6) 適格分割型分割によ ○ 分割法人が適格分割型分割により分割承継法人に 平15.4.1以後に行う適
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り引き継ぐ利益積立金 引き継ぐ利益積立金額の計算について、所要の整備 格分割型分割について適
額(法令９④､改正法令 が行われました。 用され、同日前に行った
附則６） 適格分割型分割について

は、従来どおり適用され
ます。

(7) 連結法人株式の譲渡 ○ 連結法人株式の帳簿価額の修正事由が生じた日の と同じとなります｡
等に伴う利益積立金額 直前に終了する連結事業年度終了の日の翌日から当
又は連結個別利益積立 該事由が生じた日の前日までの期間における連結個
金額の増加・減少（法 別利益積立金額等の増加・減少額のうち一定のもの
令９の２②、改正法令 が連結法人株式の帳簿価額修正額の計算上、調整さ
附則２） れることとされました。

(8) 信託財産に係る収入 ○ 信託財産に帰せられる収入及び支出の帰属の原則 平15.4.1以後に開始する
及び支出の帰属（法12 を適用しない信託の対象に社債等の振替に関する 事業年度分の法人税につ
①②、改正法附則８) 法律に規定する加入者保護信託が追加されるなど所 いて適用され、同日前に

要の整備が行われました。 開始した事業年度分の法
人税については、従来ど
おり適用されます。

(9) 連結納税制度におけ ○ 連結親法人の連結事業年度の中途において連結子 と同じとなります｡
るみなし事業年度（法 法人がなくなったことにより連結法人が当該連結親
14九､十六､十七、改正 法人のみとなった場合に、その連結事業年度開始の
法附則８) 日から連結子法人がなくなった日の前日までの期間

及び連結子法人がなくなった日からその連結事業年
度終了の日までの期間にみなし事業年度が生じるこ
ととされたほか、次の場合に次の期間のみなし事業
年度が生じることとされました。
イ 連結子法人が連結事業年度の中途において連結
親法人との間に連結親法人による連結完全支配関
係を有しなくなった場合（解散など一定の事由に
よるものを除きます｡) その連結事業年度開始
の日からその有しなくなった日の前日までの期
間、その有しなくなった日からその連結事業年度
終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から
その翌日の属する事業年度終了の日までの期間
ロ 連結法人が連結納税の承認の取消しの処分があ
ったことによりその承認が取り消された場合 そ
の取り消された日の属する連結事業年度開始の日
からその取り消された日の前日までの期間、その
取り消された日からその連結事業年度終了の日ま
での期間及びその終了の日の翌日からその翌日の
属する事業年度終了の日までの期間

(10) 連結事業年度の意義 ○ 上記 のみなし事業年度の改正に伴い、連結事業 と同じとなります｡
（法15の２①、改正法 年度から次の期間が除かれるなど所要の整備が行わ
附則８) れました。

イ 連結納税の承認の取消しがあった場合のその取
り消された連結子法人の連結親法人事業年度開始
の日からその取り消された日の前日までの期間
ロ 解散した連結子法人の連結親法人事業年度開始
の日から解散の日(又は合併の日の前日)までの期
間
ハ 上記イ及びロ以外の事由により連結完全支配
関係を有しなくなった連結子法人の連結親法人事
業年度開始の日からその有しなくなった日の前日
までの期間

(11) 収益事業の範囲（法 ○ 特殊法人等が独立行政法人に移行されることによ 平15.10. 1以後に開始す
令５①、法規８の２の り、収益事業の範囲について、所要の整備等が行わ る事業年度分の法人税に
２、８の３、改正法令 れました。 ついて適用され、同日前
附則１三､４､改正法規 に開始した事業年度分の
附則１三､２②④） 法人税については、従来

どおり適用されます。
（旧法令５一イ･六イ､ ○ 収益事業に該当しない事業の範囲から日本体育・ 日本体育・学校健康セン
旧法規４、改正法令附 学校健康センター法の規定により指定を受けた法人 ター法の規定により指定
則４②、改正法規附則 が行う学校給食用物資等の販売業及び製造業が除 を受けた法人が平15.10.
２) かれました。 1から独立行政法人日本

スポーツセンター法に規
定する政令で定める日ま
での間に行う販売業及び
製造業については、従来
どおり適用されます。

（法令５①二ホ･三チ､ ○ 民間都市開発推進機構が行う次の事業が収益事業 平15.4.1以後に開始する
法規８の２の２①、改 の範囲から除かれました。 事業年度分の法人税につ
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正法令附則２、改正法 ・ 民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第 いて適用され、同日前に
規附則２③) 14条第10項（同条第12項の規定により読み替えて 開始した事業年度分の法

適用する場合を含みます｡)の規定に基づく業務と 人税については、従来ど
して行う不動産販売業 おり適用されます。
・ 都市再生特別措置法第29条第１項第１号に掲げ
る業務として行う金銭貸付業
・ 都市再生特別措置法第29条第１項第３号に掲げ
る業務として行う信用保証業

(12) 負債の利子に準ずる ○ 受取配当等の益金不算入制度に関して、損害保険 平15.4.1以後に開始する
もの（法令21②、改正 会社の損害保険契約に係る保険料積立金の利子に相 事業年度分の法人税につ
法令附則２） 当する金額について、満期返戻金を支払う旨の特約 いて適用され、同日前に

の有無にかかわらず、負債の利子に準ずるものに含 開始した事業年度分の法
めることとされました。 人税については、従来ど

おり適用されます。

(13) 使用人兼務役員とさ ○ 使用人兼務役員とされない役員の要件のうち、株 平15.4.1以後に開始する
れない役員(法令71､改 主グループの持株割合の判定について、 の同族会 事業年度分の法人税につ
正法令附則２) 社と同様の改正が行われました。 いて適用され、同日前に

開始した事業年度分の法
人税については、従来ど
おり適用されます。

(14) 公益の増進に著しく ○ 特定公益増進法人の範囲に、次の法人が追加され 平15.4.1以後に支出する
寄与する法人の範囲 ました。 寄附金について適用さ
（法令77①三･四､法規 イ 慢性疾患にかかっている児童の医療施設におけ れ、同日前に支出した寄
23の２④、改正法令附 る療養のために当該児童及びその世話を行う家族 附金については、従来ど
則９②、平15文部科学 を宿泊させることを目的とした施設の設置運営に おり適用されます。
省告示第59号) 関する業務を行うことを主たる目的とする法人

ロ 一定のインターナショナルスクールの設置を主
たる目的とする学校法人又は準学校法人

(15) 国庫補助金等の範囲 ○ 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する 平15.10.1前に取得し
（旧法42②二､法令79､ 法律の規定により無償で譲り受けた固定資産が適用 た固定資産については、
旧法令79②、旧法規24 対象から除かれました。 従来どおり適用されま
の２①、改正法附則１ す。
四、10、改正法令附則 ○ 特殊法人等が独立行政法人に移行されることによ 平15.10.1以後に交付
１三･四､10） り、国庫補助金等の範囲について、所要の整備が行 を受ける助成金等につい

われました。 て適用され、同日前に交
(注) 「適用時期等」欄の｢平15.10.1」について 付を受けた助成金等につ
は、独立行政法人雇用・能力開発機構に係る いては、従来どおり適用
助成金にあっては｢平16.3.1｣とされます。 されます。

(16) 青色申告書を提出し ○ 欠損金の繰越しの規定の適用がある欠損金として 平15.4.1以後に行う分
た事業年度の欠損金の 連結法人の次に掲げる事業年度前に生じた欠損金が 割型分割又は合併の日の
繰越し(法57⑨､81の 追加されるなど、連結納税に係る欠損金の繰越しに 前日の属する事業年度に
９､法令112、改正法附 ついて、所要の整備が行われました。 おける欠損金額について
則11） イ 連結親法人又は株式移転に係る完全子会社であ 適用され、同日前に行っ

った連結子法人が最初の連結親法人事業年度開始 た分割型分割又は合併の
の日の翌日からその終了の日までの間に分割型分 日の前日の属する事業年
割を行った場合のその分割前事業年度 度における欠損金額につ
ロ 連結申請特例年度開始の日の翌日から連結納税 いては、従来どおり適用
の承認を受ける日の前日までの間に分割型分割を されます。
行った場合のその分割前事業年度
ハ 株式移転に係る完全子会社であった連結子法人
が最初の連結親法人事業年度開始の日の翌日から
その終了の日までの間に自己を被合併法人とする
合併を行う場合のその合併前事業年度

(17) 連結納税への加入に ○ 連結納税への加入に伴う資産の時価評価の適用除 と同じとなります｡
伴う資産の時価評価損 外とされる法人の範囲に、その発行済株式等を直接
益(法61の12①五､法令 又は間接に保有していた連結子法人の解散（合併に
122の13③ ､改正法附 よる解散を除きます｡)に基因して連結納税の承認
則８､改正法令附則２) を取り消された他の連結子法人がその解散をした連

結子法人の残余財産の分配により連結親法人がその
発行済株式等の全部を直接又は間接に有することと
なった場合（仮に解散がなかったものとした場合
に、承認の取消日から残余財産分配の日まで継続し
て完全支配関係の要件を満たすときに限ります｡)の
当該他の連結子法人が追加されました。

(18) 分割等前事業年度に ○ 自己を被合併法人とする適格合併（連結完全支配 と同じとなります｡
おける連結法人間取引 関係がある連結法人を合併法人とするものに限りま
の損益の調整（法61の す｡)を行った連結子法人がその適格合併の日の前
13①､改正法附則８) 日の属する事業年度について単体申告を行うとき
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は、連結申告を行う場合と同様に、譲渡損益調整資
産に係る譲渡損益の調整を行うこととされました。

(19) 技術等海外取引に ○ 適用期限（平成15年３月31日）の到来をもって、 平15.3.31を含む事業
係る所得の特別控除 この制度が廃止されました。 年度以前の各事業年度に
（旧措法58､68の60､旧 技術等海外取引による収
措令34､39の87､旧措規 入金額がある場合には、
21の15､22の59､改正法 従来どおり適用されま
附則98､117） す。

(20) 漁業協同組合等の留 ○ 適用対象となる組合等から農業協同組合及び農業 平15.4.1前に終了した事
保所得の特別控除（措 協同組合連合会が除かれました。 業年度については、従来
法61､旧措法61） ○ 適用期限が平成17年３月31日まで２年延長されま どおり適用されます。

した。

(21) 共同で現物出資した ○ 産業活力再生特別措置法の改正に伴い、共同事業 産業活力再生特別措置法
場合の課税の特例（措 再編計画の認定を受けた共同事業再編法人が当該共 の一部を改正する法律施
法66①､68の86①､措令 同事業再編計画に従って新たに法人を設立するため 行の日(平15.4.9)以後に
39の10①､39の110①、 の一定の金銭以外の資産の出資（特定共同出資）が 特定共同出資により取得
措規22の９の３四、22 適用対象とされました。 した株式又は出資につい
の73四、平15財務省令 て適用され、平15.4.1前
第52号附則） に特定共同出資により取

得した株式又は出資につ
いては、従来どおり適用
されます。

(22) 鉱工業技術研究組合 ○ 適用対象から次の資産が除かれました。 平15.4.1前に取得等をし
等の所得計算の特例 ・ 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法に た固定資産については、
（措法66の10①、68の 係る試験研究用資産 従来どおり適用されま
94①、旧措法66の10① ・ 中小ベンチャー法に係る試験研究用資産 す。
三･四･六、改正法附則 ・ 食品流通構造改善促進法に係る試験研究用資産
100、119） ○ 適用期限が平成17年３月31日まで２年延長されま

した。

(23) 特定の基金に対する ○ 適用対象に社債等の振替に関する法律に規定する 平15.4.1以後に支出する
負担金等の損金算入の 加入者保護信託の信託財産とするための負担金が追 負担金について適用さ
特例（措法66の11、旧 加されました。 れ、同日前に支出した負
措令39の22②八･十一､ ○ 適用対象から次の業務に係る負担金が除かれまし 担金については、従来ど
改正法附則101②､改正 た。 おり適用されます。
措令附則25） イ 農業協同組合合併助成法に規定する推進法人又

は支援法人が行う特定の業務
ロ 漁業協同組合合併促進法に規定する推進法人が
行う特定の業務

(24) 認定特定非営利活動 ○ 認定特定非営利活動法人の認定要件のうち、いわ 平15.4.1以後に行う認定
法人に対する寄附金の ゆるパブリックサポートテスト（総収入金額のうち の申請について適用し、
損金算入等の特例（措 に受入寄附金総額の占める割合が３分の１以上の 同日前に行った認定の申
法66の11の２、措令39 割合であること）の要件について、次の改正が行わ 請については、従来どお
の22の２、措規22の11 れ、緩和されました。 り適用されます。
の２、改正法附則102､ イ 平成15年４月１日から平成18年３月31日まで
改正措令附則26、改正 の間の申請については、当該割合が５分の１以上
措規附則８) とされました。

ロ 受入寄附金総額から控除することとなる同一の
者からの寄附金の基準限度超過額が、受入寄附金
総額の100分の５(改正前は100分の２)を超える部
分の金額とされました。
ハ 総収入金額及び受入寄附金総額から控除する
こととなる同一の者からの寄附金の金額基準が、
1,000円未満(改正前は3,000円未満)に引き下げら
れました。
ニ 総収入金額から控除することとなる補助金等の
範囲に、国・地方公共団体及び我が国が加盟して
いる国際機関からの委託事業費並びに我が国が加
盟している国際機関からの補助金等が追加されま
した。
○ 認定要件のうち、特定非営利活動が複数の市町村
で行われていること等の活動範囲に関する要件が削
除されました。
○ 認定要件のうち、海外への送金又は金銭の持出し
に係る国税庁長官への事前の書類の提出について、
その金額が200万円以下の場合には､事業年度終了
後に報告することとなりました。
○ 認定特定非営利活動法人については、その収益事 平15.4.1以後に終了する
業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業 事業年度分の法人税につ
のために支出した金額をその収益事業に係る寄附金 いて適用されます。
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の額とみなすとともに、寄附金の損金算入限度額が
所得の金額の20％（改正前は2.5％）相当額に引
き上げられました。

(25) 欠損金の繰越期間の ○ 産業活力再生特別措置法に係る特例欠損金額の繰 産業活力再生特別措置
特例(措法66の12､66の 越期間の特例制度について、次の改正が行われまし 法の一部を改正する法律
13③、旧措法66の13② た。 の施行の日（平15.4.9）
二･③二､措令39の23、 イ 適用対象に改正後の産業活力再生特別措置法に 以後に終了する事業年度
39の24､措規22の12､改 規定する共同事業再編計画に基づく設備の廃棄等 において生じた同日以後
正法附則103､改正措令 及び経営資源再活用計画に基づく設備の廃棄等が の設備廃棄等による欠損
附則27、平15財務省令 追加されました。 金額について適用され、
第52号附則） ロ 設備廃棄等による欠損金額を計算する場合にお 同日前に終了した事業

いて、減価償却資産の設備廃棄等の直前の帳簿価 年度において生じた平
額には当該設備廃棄等に要した取壊費用等の付随 15.4.1前の設備廃棄等に
費用を含めて計算することとされました。 よる欠損金額について
ハ 適用期限が平成17年３月31日までとされまし は、従来どおり適用され
た。 ます。
○ 中小ベンチャー法に係る特例欠損金額の繰越期間
の特例の適用期限が平成17年３月31日まで２年延
長されました。
○ 特定通信・放送開発事業実施円滑化法に係る特例 平15.4.1前に認定を受け
欠損金額の繰越期間の特例制度が廃止されました。 た法人の特例欠損金額に

ついては、従来どおり適
用されます。

(26) 特定の医療法人の ○ 特定の医療法人の承認要件の一部が次のとおり改 平15.4.1以後に行う承認
法人税率の特例（措法 正されるとともに、当該承認は国税庁長官（改正前 の申請について適用し、
67の２､68の100、措令 は財務大臣）が行うこととされました。 同日前に行った承認の申
39の25､39の122の２、 イ 各事業年度において厚生労働大臣の定める基準 請については、従来どお
措規22の15、22の77の を満たす旨の証明書の交付を受けること り適用されます。
２、改正法附則104､ ロ 運営組織が適正であるとともに、役員等の数の
121、改正措令附則29､ うちにその親族等の数の占める割合が３分の１
36､改正措規附則９､ （改正前は10分の４）以下であること
13、平15厚生労働省告 ハ 法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全
示第147号） 部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記録又は記

載をしている事実その他公益に反する事実がない
こと
○ 承認を受けた医療法人は、各事業年度終了の日の 平15.4.1以後に終了する
翌日から３月以内に納税地の所轄税務署長を経由 事業年度に係る証明書の
して国税庁長官に上記イの証明書及び一定の書類を 提出について適用されま
提出することが義務付けられました。 す。

(27) 退職年金等積立金に ○ 適用期限が平成17年３月31日まで２年延長されま
対する法人税の課税の した。
停止（措法68の４）

(28) 連結法人の特定の資 ○ 特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の 平15.4.1以後に開始する
産の譲渡に伴い特別勘 課税の特例制度について、連結納税に関する所要の 連結事業年度分の法人税
定を設けた場合の課税 整備が行われました。 について適用されます。
の特例（震災特例法26
の６⑪、改正法附則
134)

(29) 相手国から情報の提 ○ 租税条約の規定に基づき条約相手国から情報の提 平15.4.1から適用されま
供要請があった場合の 供要請があった場合には、一定の場合を除き、当 す。
当該職員の質問検査権 該情報の提供のために国税庁等の職員が当該要請
等（租税条約の実施に において特定された者に対して質問検査を行うこと
伴う所得税法、法人税 ができることとされたほか、罰則等に関して所要の
法及び地方税法の特 整備が行われました。
例等に関する法律９、
10、13）

－２２－




